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抜本的な空き家対策の構築に向けた調査業務委託仕様書 

 
１ 業務の目的 

本市では，「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）」及び

「京都市空き家等の活用，適正管理等に関する条例」（以下「条例」という。）に基

づき，空き家の発生の予防，活用・流通の促進，適正な管理，跡地の活用といった

総合的な空き家対策を推進している。 

京都市空き家等対策協議会及び京都市空き家等対策協議会部会会議で検討を進

める「抜本的な空き家対策」の体制を構築するための調査業務を実施するものであ

る。 

 

２ 業務委託の内容  

⑴ 空き家等調書の電子データ化及び分析 

本市が保有する「空き家等調書」を電子データ化し，当該データを分析するこ

と。【期限：８月２３日（金）】 

ア 電子データ化 

「空き家等調書（約１，３００件）」の内容を指定された書式に入力し，電子

データを作成する。なお，「空き家等調書」の閲覧は，本市が指定する場所にお

いて，平日の午前８時４５分から午後５時３０分までの時間帯に行うものとす

る。また，本市が指定する書式の形式は Microsoft Excel とし，電子データの

レイアウトは，本市が後日指示するものとする。 

イ データの分析 

電子化した「空き家等調書」について，項目ごとの集計を行い，傾向を分析

すること。 

 

⑵ 管理不全度判定基準の検討等 

電子化した「空き家等調書」を用い，建物の管理不全度を測る判定基準（以下

「管理不全度判定基準」という。）を検討すること。検討に当たっては，住宅地区

改良法施行規則別表第一「住宅の不良度の測定基準」，被災建築物応急危険度判定

等の他制度における建物の状態を示す指標を整理するものとし，「管理不全度判定

基準」を用い，法及び条例に基づく「特定空家」の判定が同時に可能となるよう

に設計すること。 

なお，「管理不全度判定基準」，「特定空家判定基準」を検討し，提案するものと

する。「管理不全度判定基準」等は，有識者会議での議論に応じ，適宜修正を行う

ものとする。 

 

ア 管理不全度判定基準の検討【期限：８月２３日（金）】 

以下の調査項目等を参考に検討すること。（想定される主な調査項目） 
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・建物の基本情報（用途，階数，規模，構造など） 

・空き家判定指標（表札の有無，郵便受けの状態，電気・ガスメーターの稼

働状況など） 

・法，条例に基づく空き家の管理不全状態（建物の傾斜や樹木の手入れ状態

など） 

 

イ 特定空家判定基準の検討【期限：８月３０日（金）】 

「特定空家」の判定基準（以下「特定空家判定基準」という。）について

は，空き家の所有者による適切な管理又は活用流通の促進に資するものとな

るとするとともに，「管理不全度判定基準」をそのまま用いて判定できるよ

うに設計すること。 
  

   ウ 管理不全度判定基準表【期限：８月２３日（金）】及び現地調査票の作成【期限：９月１３日（金）】 

「管理不全度判定基準」に則した判定基準表及び「管理不全度判定のため

の調査票（以下「調査票」という。）」の書式を作成すること。 

 

  エ 現地調査 

本市が指定する空き家（２００件程度，本市域内）について，上記で作成

した「調査票」」を用いて，外観目視及び写真撮影による現地調査を行うこ

と（この調査を実施する際には，「京都市」の腕章を着用すること。）。現

地調査の結果は，データで提出するものとし，そのデータには，地図，座標，

写真のそれぞれのデータを載せること。【期限：１０月１１日（金）】 

 

なお，本業務では，本市が，受託者が上記の調査によって取りまとめた「調

査票」により判定を行うものとし，判定の客観性を担保するため，「調査票」

を用いて，建築士による現地確認を行うものとする【期限：１１月２９日（金）】 
なお，現地調査の結果，従前の判定と異なる結果が生じた場合は，本市と

相談のうえ，必要に応じ同基準の見直し案の提示を行うこと。 
 

⑶ 空き家の活用流通の促進に資する制度の検討等 

特定空家及び固定資産税における住宅用地特例（以下「住宅用地特例」という。）

の制度内容を整理するとともに，空き家の活用流通の促進に資する制度の検討を

行うこと。 
ア 特定空家及び住宅用地特例に関する整理 

法の「特定空家」については法及び国土交通省の通知等を，住宅用地特例に

ついては地方税法及び「京都市固定資産税等住宅用地特例認定基準」等を精査

し，住宅用地特例の前提条件と空き家等との関係性を整理すること。【期限：

８月２３日（金）】 
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住宅用地特例の除外対象となる空き家への対応に必要となる，周知文書，説

明書及び相談対応（Ｑ＆Ａ）等を作成する。なお，周知文書等の作成に当たっ

ては，法及び条例による助言等の指導手順との整合性があるものとなるように

すること。【期限：９月３０日（月）】 

 

イ 空き家の活用流通の促進に資する制度等の検討 

所有者が空き家の将来的な管理不全を予防する，もしくは，管理不全状態を

改善するような，所有者への誘導効果がある制度を検討すること。空き家所有

者等からの相談，異議が存する場合の対応についても検討を行うものとする。

【期限：８月３０日（金）】 
  

⑷ 他自治体における空き家対策の調査 

「管理不全度判定基準」及び「特定空家判定基準」やそれぞれの運用方法を調

査し整理すること。なお，整理に当たっては，他自治体における判定基準と本市

条例等で規定している「管理不全状態」及び「著しい管理不全状態」との比較を

行うこととする。 

あわせて，空き家の活用流通に資する支援制度の状況についても調査すること

とする。 

他自治体の調査では，空家等の定義及び特定空家の判断基準について，各１０

以上の自治体について調査することとする。その自治体のうち，本市が指定する，

先進的な事例を有する３市町村を受託者において訪問調査を行い，空き家対策の

実態等を聴取し，調査結果を取りまとめることとする。 

なお，他自治体への訪問調査は，本市が訪問先自治体への連絡を行い，受託者

は，本市の指示を受け，訪問に必要となる質問項目などの書類を作成するものと

する。【期限：本市が指定するもの以外は，８月２３日（金）】 

 

⑸ 管理不全度判定基準に基づく管理不全空家等の捕捉方法に関する検討 

本市において平成３０年度に実施した「持続可能な都市の構築に資する空き

家の更なる活用促進に向けた調査業務」結果を使用して，以下の項目を調査し，

水道閉栓期間及び住民票の有無等と空き家等の継続期間との関係性を検証し，

空き家の捕捉に有効な調査方法を検討すること。【期限：１１月２９日（金）】 
ア 空き家の継続期間に関する検証 

① 本市が提供する水道閉栓期間とアンケート結果の空き家（１，０６８件）

の適否，管理不全との関係 
② 水道閉栓期間と空き家期間との整合性の確認 
③ 本市が提供する住民票をおいている者の有無と空き家との関係 
④ 住民票をおいている者がない場合の空き家の特定方法の調査（地図上） 

（８００件程度） 
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⑤ 住民票をおいている者がない場合の空き家の特定方法の調査（現地確認） 
（５０件程度） 

  現地で確認し，写真撮影を行うこと。 

⑥ 空き家等が継続していることと，水道閉栓状態が継続していることとの関

係調査（１００件） 
  

なお，「持続可能な都市の構築に資する空き家の更なる活用促進に向けた調

査業務」の成果物を貸与する。水道閉栓情報及び住民票は，本市が提供する。 
 

 イ 調査方法に関する検討 

京都市全域における管理不全のある空き家等の補捉方法について，下記につ

いて検討を行うものとする。なお，京都市内の調査対象物件は，約１６，００

０件を想定しており，効率的，かつ効果的な調査方法を提案すること。提案内

容については，本市と協議を行い，より効率的，効果的な手法を模索し，調査

方法の改良に努めるものとする。 

① 調査対象の抽出方法 

アの検証により，効果が見込める調査項目の追加及び調査手順の変更等が

必要と判断すれば，積極的に提案すること。 

② 調査に要する期間の算出 

期間の算出に当たっては，作業ごとの標準作業時間と投入量を明らかにす

ること。なお，標準作業時間の設定に当たっては，他都市での実例や他の同

程度の作業における時間数を参考とすること。 

③ 調査に必要となる資料の整理 

  資料の名称の整理のほか，資料の入手方法や取り寄せに必要となる期間も

まとめること。 

④ 調査結果から管理不全がある空き家等の抽出 

アの検証により，市内全域でどの程度の件数になるか推計するとともに，

抽出結果をリストにすること。また，次年度以降に調査が円滑に実施できる

よう，調査対象の規模，作業の手順，年次計画案等を検討すること。 

⑤ 空き家等データベースの項目 

 

３ 業務委託期間 

契約の日の翌日から令和２年３月３１日（火）までとする。 

 

４ 前払金 

 前払金は支払わない。 
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５ 成果品の提出等 

本市に納品する成果品は，以下のとおりとする。また，紙資料についてはドッジ

ファイル等に綴じた状態（ファイルごとに目次，背表紙を付けること）で２部提出

し，電子データは CD-ROM に収録して提出すること。 

なお，成果品の著作権は本市に帰属するものとし，業務完了後は本市の承諾を得

ずに，本業務によって得られた成果品をはじめとする各種資料を第３者に提供して

はならない。 

※ 報告書等の作成に利用した各種資料については，電子データにて提出するこ

と。 

※ 電子データは Microsoft Word，Microsoft Excel，Microsoft Power Point，

Adobe Acrobat を基本とする。その他のアプリケーションを用いる場合は，本

市と協議を行うこと。 

 

６ 業務の進め方 

 ⑴ 本委託業務は，本仕様書によるほか，関係法令等に準拠して実施するものとす

る。 
 ⑵ 受託者は，業務の実施に当たり，契約締結日から７日以内に本受託業務の業務

工程表を提出し，本市の承諾を受けるものとする。 
 ⑶ 業務の実施に当たっては，適時，本市と協議を行うこと。また，月１回程度，

本市に作業の進捗状況等を報告するものとする。 
 ⑷ 受託者は，業務実施に当たり，関係法規を遵守し，常に適切な管理を行われな

ければならない。 
⑸ 受託者は，本件業務実施中に生じた事故等に関して一切の責任を負い，事故等

が発生した場合は，本市に発生原因・経過・被害状況等を速やかに報告するもの

とする。事故等により発生した本市又は第３者への損害は，受託者が負担しなけ

ればならない。 
 ⑹ この仕様書の定めにない事項及びこの仕様書に定める事項について疑義が生

じた場合，その都度，本市と受託者で協議を行うものとする。 

 

７ 貸与資料等 

 ⑴ 受託者は，貸与された資料（電子データを含む。以下，同じ。）を破損・紛失

しないよう十分注意して取り扱わなければならない。 

 ⑵ 受託者は，貸与された資料を本市の許可なく複製してはならず，また，本業務

以外に使用してはならない。 

 ⑶ 受託者は，貸与された資料（複製したものがある場合はその資料を含む）を本

件業務完了後，速やかに本市に返却し，もしくは，本市の承諾を得て廃棄しなけ

ればならない。 
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８ 業務完了後の提出書類 

 ⑴ 完了通知書 
 ⑵ 納品書 
 ⑶ 請求書 
 ⑷ その他本市が必要と認める書類 
 

９ その他 

受託者は，業務完了後，成果品に不備があった場合，本市の指示により受託者の

負担において直ちに再調査等を行い，その誤りを訂正するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 


